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牛久市教育委員会１１月定例会会議録 

 

 

１．日  時  令和７年１１月２７日（木）午後３時３０分 

２．場  所  ひたち野リフレビル ４階 第３会議室 

３．出席委員  川村 始子・𠮷原 英夫・宮本 芳子・久野 あい 

４．委員以外  教育部長            小川 茂生 

  の出席者  次長              稲葉 健一 

        次長兼スポーツ推進課長     高橋 頼輝 

        教育総務課       課長  橋本 早苗 

        教育施設課       課長  齊藤 孝順 

        教育支援課       課長  柴山 信一 

        生涯学習課       課長  糸賀 珠絵 

        中央図書館       館長  山越 義弘 

        教育総務課     課長補佐  宮嶋 亮輔 

        教育総務課       主査  小河原 晋 

５．欠席者   委員              磯山 貴洋 

６．会議録署名人 久野 あい 

７．議事事項  議案第２７号 牛久市教育委員会いじめ調査委員会委員の委嘱について 

        報告第２７号 専決第６号令和７年度１２月補正予算について 

        報告第２８号 令和７年度学校運営協議会委員の任命について 

        報告第２９号 牛久市教育支援委員会答申について 

        報告第３０号 牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条 

               例の一部を改正する条例について 

８．その他 

 

 

司会 

 

  出席委員が、定数に達したため定例会の成立を宣言。 

 

 

教育長   開会を宣言する。 

 

 

  会議録署名人 久野 あい委員を指名する。 

 

 

教育長   それでは、議案第２７号「牛久市教育委員会いじめ調査委員会委員の委嘱に

ついて」、本議案については非公開にしたいと思いますが、委員の皆様にお諮
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りします。非公開にすることに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

 

 

（全員挙手） 

 

全会一致で非公開と決定 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

教育長   以上で委員会の非公開を解除します。     

 

 

教育長   次に、報告第２７号「専決第６号 令和７年度１２月補正予算について」、

事務局より説明をお願いいたします。 

 

 

教育総務課長   報告第２７号につきましてご説明いたします。 

  こちら、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に教育委員会の

意見聴取として、市長が教育に関する予算を議会に上程する場合には、教育委

員会の意見を聴くこととなっております。それによって、教育委員会に諮るも

のですが、議会の補正予算につきましては、日程の都合上、委員会を招集する

時間的余裕がなかったことから、教育長の専決とさせていただきましたので、

この場で報告するものです。内容につきましては、各課から説明いたします。 

  では、教育総務課から説明いたします。 

  では、資料ですけれども、補正予算の資料がずっと出ております。その中

の、まず教育総務課の補正予算ですけれども、資料の１０ページになります。 

  こちらの１０ページの中ほどです。款１０教育費項１教育総務費の中の６０

番です。奨学金条例に基づき就学を支援する、こちらですけれども、奨学金の

令和７年度分の人数が決定したことに伴いまして、事業費補助金が確定します

ので、補助として支出しない分について減額するものとなっております。一般

の奨学金が３２人です。それと、交通災害遺児等の奨学金が６人。最終的に３

２人と６人になりまして、５４万円の減額となっております。こちらにつきま

しては、基金に繰入れがありますので、歳入のほうも併せて減額となっており

ます。 

  続きまして、資料の１１ページの下のほうになります。 

    款１０教育費項５社会教育費、この７３番になります。児童クラブを運

営する、７５万３，０００円ですけれども、こちらは令和６年度の補助事業が

金額が確定しまして、返金、返還となりましたのでそちらの計上となっており
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ます。国庫返還金になります。 

  続きまして、１２ページになります。 

  款１０教育費項６保健体育費、７８番になります。自校式学校給食を運営す

るですけれども、こちらの報酬の増額２９０万８，０００円ですが、令和７年

度におきまして、県費の栄養教諭が１人減っておりまして、会計年度任用職員

の栄養士を１名任用しておりますので、その報酬の増額となっております。 

  教育総務課は以上です。 

 

 

教育支援課長   教育支援課の補正については、１０ページをご覧ください。 

  ６３番、それから６７番の小学校、それから中学校の図書室を運営するとな

ります。これについては、遠方から勤務されている方の交通費ということなん

ですけれども、もともと小学校に配置予定だった方を中学校に配置したという

ことでそこが組替えになっております。 

  同じく１０ページ６４、小学校を管理運営するです。これは光熱水費不足見

込分の増額ということで、電気料については、エアコンの開始時期がこの酷暑

のため早まっているということでの増額になります。 

  それから、水道料については、プール、水泳学習が始まる際に、牛久小、牛

久二小、中根小のプールのそれぞれ場所は違うんですけれども、例えば赤さび

が出たりとか滅菌器の故障であったりとかというところによって、１回水を抜

かなければいけない状況で、その分がメインで水道料が大きくなっています。

下水道料については、先ほどお話しさせていただいた上水道のものに加えて、

神谷小は井戸水なんですけれども、なので上水道はかからないんですけれど

も、その同じく不具合により下水道の使用量が増えているところになります。

それから６５番、６８番の中学校のＩＣＴ環境を管理するというものになりま

すが、今現在、学校では校務とそれからインターネット環境とは別になってお

ります。それを本来というか当初の予定ではゼロトラストという一緒にするも

のを考えていたんですけれども、県の共同調達に合わせまして、それをやめま

した。その分ライセンスを購入する必要がなくなったので、減額というふうに

なっております。 

  以上です。 

 

 

教育施設課長   教育施設課分の補正についてのご説明をさせていただきます。 

  ページ番号でいきますと、１０ページをご覧ください。 

  １０ページの中ほどにございます、６１番になります。学校教育の環境を整

えるという事業になりまして、補正額としまして９万４，０００円の増額補正

となっています。内容といたしましては会計年度任用職員（作業員）が２名い

るのですけれども、その２名の報酬につきまして年度末の実績、年度末までの

実績見込みにつきまして不足が発生するということが分かりましたので、その
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見込み額分の増額ということになっております。 

  教育施設課分としましては、以上となります。 

 

 

次長兼スポーツ

推進課長 

  スポーツ推進課のほうは１２ページをご確認ください。１２ページの上のほ

う、７７番市民のスポーツ活動を支援する、この項目なんですけれども、市内

スポーツ団体が予選会等を経て上位大会に出場する際に支援しているバスの使

用料金なんですけれども、年度当初想定していた台数を、今回１０月末の時点

で超過しております。昨年の実績からいくと、１１月から３月までに約１４台

ほど使うということが実績としてありますので、その分について増額補正をす

るものになります。大型バスが６台、中型バスが６台、小型バスが２台の計１

４台分になります。それぞれ単価を計算して、金額を積み上げております。な

お、このバスの使用料金については、今年の９月末に国交省より使用料金の単

価の値上げ分も発生しておりますので、それを加味した金額で増額補正のほう

を出させていただきます。 

  私のほうからは以上です。 

 

 

   報告第２７号について質疑を受けるが質疑なし。 

 

 

教育長   次に、報告第２８号「令和７年度学校運営協議会委員の任命について」、事

務局より説明をお願いいたします。 

 

 

生涯学習課長   生涯学習課から報告第２８号、令和７年度学校運営協議会委員の任命につき

まして、ご報告をさせていただきます。 

  ２枚目をご覧いただきたいと思います。 

  こちら、ご覧いただきますと、まず該当する学校のほうが中根小学校となっ

ております。どうしてこの時期に学校運営協議会委員の１名増があったかと申

しますと、今回増となった方は９番の宮本 ひろ美氏でございまして、保護者

代表、ＰＴＡ本部役員の副会長をやっていただいている方でございます。見て

分かるとおり、中根小学校は、最大２０名までの枠のところ、学校の教職員を

除くと１１名の学校運営協議会の委員しかもともとおらず、かねてより新たに

学校運営協議会委員になっていただく方を探していたというところでございま

したので、今回９番の方が新たになっていただけるということになりまして、

教職員を外しますと全部で１２名の民間の方が入っていただいて、全部で１６

名となったものでございます。今回の増員で、学校の職員を除くと大体１７０

名あまりの方が、牛久市全体で学校運営協議会委員を担っていただいていると

いう状況でございます。 
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  説明は以上となります。 

 

 

教育長   これ、ほかにも新規って書いてあるものもありますが、これは４月１日の新

規ということでよろしいですか。 

 

 

生涯学習課長   そうでございます。すみません、説明不足で。 

 

 

教育長   今回は宮本 ひろ美さんだけということで。ありがとうございます。 

  事務局の説明が終わりました。質問等ありましたらお願いいたします。 

 

 

    報告第２８号について質疑を受けるが質疑なし。 

 

 

教育長   次に、報告第２９号「牛久市教育支援委員会答申について」でありますが、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項により、出席委員の

３分の２以上の多数で議決したとき、これを公開しないことができます。 

  本議案については非公開にしたいと思いますが、委員の皆様にお諮りしま

す。非公開とすることに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

 

 

   （賛成者挙手） 

 

教育長   全会一致で非公開に決定いたしました。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

教育長   以上で、委員会の非公開を解除いたします。 

 

 

教育総務課課長

補佐 

  教育長すみません、１件、１２月議会に上げる条例の報告が漏れておりまし

た。この後追加してもよろしいでしょうか。 

 

 

教育長   よろしいですか。申し訳ありません、説明をお願いします。 
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教育総務課長   条例の改正がありましたので、ご報告いたします。 

  報告第３０号、牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正いたしました。内容としましては、児童福祉法の改

正によりまして、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準が改正

されまして、それを受けて牛久市の牛久市放課後児童健全育成事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例におきましても、同じように改正を行うものと

なっております。内容としましては２点ありまして、まず１つが虐待対応の強

化となっております。放課後児童健全育成事業所の職員による虐待について、

通報できる、通報するような仕組みをつくるということになりましたので、こ

れによる引用条項の整理を行うものとなっております。 

  もう一つが、地域限定保育士制度の一般制度化によりまして、本条例中の放

課後児童支援員の資格に言及されている保育士の規定につきまして、地域限定

保育士を明記するものとなっております。 

  ２ページにおきまして、改正内容新旧対照表になっておりますので、そちら

をご覧いただけると分かりやすいかと思います。現行と改正案がありますが、

まず１０条のところ、こちらが地域限定保育士制度の追記となっております。 

  その次の第１２条ですね。こちらが虐待に関するもので、児童福祉法の改正

がありまして、項が増えましたので、こちら引用条項が３３条の１０第１項と

いうことになっております。 

  説明は以上となります。 

 

 

教育長   １点目というのは、児童クラブの指導員たちの虐待の防止ということです

か。 

 

 

教育総務課長   そうですね、施設の中であったときに、保護者なり、そういう通報する仕組

みをつくるということです。 

 

 

𠮷原委員   地域限定保育士というのはどういう資格なんですか。 

 

 

教育総務課長   保育士なんですけれども、これは県のほうで国に申請をして、要するに保育

士不足を解消するために、この県だけでできますという、保育士になりますと

いうものを、そういう制度が今までは特定のところであったんですけれども、

それを一般的にどこの県でもということで。 
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𠮷原委員   国家資格の保育士とは違って、地域限定の保育士。 

 

 

教育総務課長   地域限定で保育士できますという仕組みをつくりました。茨城県はまだこの

仕組みを申請していないので、実際はまだそういった保育士はいないんですけ

れども。 

 

 

𠮷原委員   初めて聞く言葉だから。 

 

 

教育長   それは、保育士不足というところからなんですか。 

 

 

教育総務課長   そうだと思います。 

 

 

𠮷原委員   具体的に虐待の事例とかそういうのは、あるんですか。苦情みたいなの。 

 

 

教育総務課長   これはあくまでも、支援員から子供たちへというところですけれども、今は

そういったのはないですね。 

 

 

𠮷原委員   よくニュースでね、保育士が虐待して、防犯カメラをつけて監視していると

いうな、そういうの出て、この前教育長さんからも学校なんかにも先生たちの

セクハラ行為とかそういうのを防止するのにカメラをつけようかというのが出

ているというなのを聞いて、何かおかしな世界になったなと思って。この間新

聞でニュースを見たら、保育園の映像とか防犯カメラの映像がインターネット

で世界中に流れているらしいんですよね。６，０００件くらい日本の情報が流

れている。だからこれからそういうのを仮に設置するようになったときに、そ

ういうプライバシーにまで気を配らなくちゃならないとなると、何もできな

い。でも、国はやれ、何かおかしな行政だなと思ってね。もしそういうのが出

たとき、きっと教育委員会は苦労するのかなと思っていたんですけれども。そ

うならないことを祈ります。 

 

 

   報告第３０号について質疑を受けるが質疑なし。 
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教育長   それでは、本日の議事は終了いたします。 

  これにて１１月定例会を終了いたします。 

  次回の定例会は、令和７年１２月１８日木曜日、場所はリフレビル４階の第

３会議室で、時間は午後１時半の開催となります。よろしくお願いいたしま

す。 

  この後、教育委員会全体での打合せを行いますので、そのままお待ちくださ

い。 

 

 


